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記者発表資料 

平成３０年８月１０日 

担当課 

(担当) 

危機管理課 

（横尾賢二） 

電 話 0857-20-3126 

(内線80-2109) 

 

 

平成３０年７月豪雨に伴う被災地支援状況について 

 

１ 他市への支援について  

  

（１）中核市相互応援協定に基づく応援職員の派遣 

  中核市相互応援協定に基づき、「平成３０年７月豪雨」の被災地支援として、当市から下記のとおり職

員を派遣しています。 

派遣先  :岡山県倉敷市 

   派遣期間：７月２３日から８月３０日 

   派遣人員：３８名（１班２名×１９期間） 

   ※８月１０日時点で第９班を派遣中 

 

（２）中国５県災害等発生時の広域支援に関する協定及び鳥取県と県内市町村との災害時の相互応援に関

する協定に基づく保健師の派遣（保健医療福祉連携課） 

  岡山県へ保健師を派遣しています。 

   派遣先  :岡山県総社市 

   派遣期間：第４班（７月２４日から７月２９日）及び第７班（８月８日から８月１３日） 

   派遣人員：１名 

   ※７月２９日までの派遣予定でしたが、台風第１２号の影響を考慮し、７月２８日で派遣終了とな

りました。 

※８月３日より派遣先が倉敷市となるため、第７班は倉敷市への派遣となります。 

 

 （３）関西広域連合からの要請に基づく住家の被害認定業務の応援職員の派遣 

   被害認定業務の応援職員を倉敷市へ派遣しました。 

派遣先  :岡山県倉敷市 

   派遣期間：７月２５日から７月２７日 

   派遣人員：２名 

 

（４）中国地方知事会からの要請に基づく応援職員の中長期派遣 

   派遣先、派遣業務等について調整中です。 

 

（５）給水支援（鳥取市水道局） 

  第１班 支援隊：水道局職員６名 伴走車：１台 給水タンク車（2,000ℓ）：2台 

派遣先：岡山県新見市 

派遣期間：７月９日（月）から７月１１日（水） 

  第２班 支援隊：水道局職員４名 給水タンク車（2,000ℓ）：2台 

      派遣先：岡山県新見市 

      派遣期間：７月１１日（水）から７月１３日（金） 
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  ※第３班 １３日より派遣（構成は第２班と同様）。 

      これ以降７月２０日（金）まで第２班と同様の体制で支援実施 

      ２１日（土）より支援体制縮小 

 支援隊：水道局職員２名 給水タンク車（2,000ℓ）：１台 

      派遣先：岡山県新見市 

      派遣期間：７月２１日（土）から７月２８日（土） 

 

  ※水道復旧に伴い、水質検査の結果飲料水として適正と認められる数値となったため、７月２８日で派

遣終了。 

        

   鳥取市水道協ホームページ https://www.water.tottori.tottori.jp/new/ 

 

（６）応急復旧支援（鳥取市水道局） 

支援内容：水道局職員４名  公用車：２台 

水道管内の濁水排水のためバルブ操作による放水作業を行うなど、断水の早期解消に向けた復旧

支援を行う。 

派遣先 ：広島県尾道市  

派遣期間：７月１６日から１８日まで（職員派遣期間：７月１５日から１９日まで） 

（７）鳥取県緊急消防援助隊の派遣について（危機管理課） 

   ７月１２日、鳥取県消防隊１１隊５２名（うち東部消防局から４隊２０名）が出発し、広島市安芸区

矢野町において倒壊家屋等に残された人がいないかなどの確認作業を行っています。 

活動隊 人員 派遣期間 派遣場所 

第１次隊 ２０名 7/12－7/14 広島市安芸区矢野町 

第２次隊 １８名 7/14－7/16 同上 

第３次隊 １８名 7/16－7/18 同上 

第４次隊 １７名 7/18－7/20 同上+安芸郡海田町瀬野川 

第５次隊 １６名 7/20－7/22 広島市安芸区矢野町 

第６次隊 １６名 7/22－7/24 広島市安芸区矢野町 

 ※派遣終了 福岡県隊へ引継（第６次隊で派遣終了） 

 

 

 

２ 避難者の受け入れについて （７月３０日現在） 

 

 （１）学校への転入   対応件数：１件 避難元：岡山県倉敷市真備町 

             ①小学生１名 鳥取市内小学校にて受け入れ 

 （２）市営住宅の提供  ８戸（単身１戸、家族７戸） 

             ※現時点で要請や相談なし 

３ その他 

  ・義援金箱の設置 

（７月１１日（水）から１２月２８日（金）まで 本庁舎総合案内等市内１０箇所へ） 


